
今月は、固定資産税第３期、国民健康保険税第７期、介護保険料第４期、
都市計画税第３期の納付月です。納期内の納付をお願いします。

問地方創生推進課シティセールス係☎㉒８６２７（市役所６階）

　市では「LINE」「Facebook」「Twitter」「Instagram」「Youtube」の公式アカウントを開設し、随時情報発信
をしています。災害情報や新型コロナウイルス感染症に関する情報、日田の魅力など、分かりやすく確実な情報をいち
早くお届けしています。是非ご登録ください。

日田市公式ＳＮＳを運用しています！

Social M
edia

LINEで友だち追加
日田市

Twitterでフォロー
@Hitacity_pr

Youtubeでチャンネル登録
HitaTube

Facebookでいいね！
日田市役所

Instagramで魅力発見
@hitacity_official

日田市役所　　☎㉓３１１１　 天瀬振興局　　☎57８２０１
大山振興局　　☎52３１０１　 前津江振興局　☎53２１１１
中津江振興局　☎54３１１１　 上津江振興局　☎55２０１１
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●プレミアム付商品券参加店舗を募集します

皆さんの意見を募集します！ーパブリックコメントー

下記内容のご意見をお寄せください。
■内容
　①市役所本庁舎１階フロアの階段について
　②第３期日田市男女共同参画基本計画（案）
■閲覧場所
　市ホームページ、市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、各地区公民館（各振興局・振興センター
管内を除く10か所）、下記担当課
■意見の提出方法
　住所・氏名を記入の上、市ホームページ（上記二次元コード）、郵便、ファックス、持参のいずれかで提出
■意見の提出先
　市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、下記担当課
■募集期間　
　①10月５日㈪～11月４日㈬
　②10月16日㈮～11月14日㈯
問〒８７７-８６０１（住所記載不要）
　①財政課公有財産管理係（市役所４階）　☎㉒８２１５　　㉔０４２９
　②まちづくり推進課市民協働・男女共同参画推進係（市役所６階）　☎㉒７５１５　　㉒８３２４

問日田商工会議所☎㉒３１８４、日田地区商工会☎57２９７６
　商工労政課商業・消費生活係☎㉒８２３９（市役所３階）

　新型コロナウイルス感染症によって落ち込んだ地域の消費を喚起・下支えするため、プレミアム付商品券を発行しま
す。発行にあたり、商品券が使用できる事業参加店舗を募集します。

▼募集要件
　市内で事業を行っている人
※売り場面積によって、大型店・中小店の認定を行います。

▼募集期限　11月６日㈮
※期限を過ぎても参加できますが、広報ひた11月15日号同封
の参加店一覧表には記載されません。

▼申込方法　参加店取扱確認書を申込先に提出

▼申込先　
　　プレミアム付商品券発行実行委員会　
　・日田商工会議所☎㉒３１８４
　・日田地区商工会☎57２９７６
※詳細は右記二次元コード、又は申込先にお問い
　合わせください。
【商品券】
　２種類の商品券を販売します（いずれも購入は抽選）
①紙（大型・中小店共通券）
　１冊（6,000円分：500円券×12枚つづり）の商品
券を5,000円で、１人最大４冊まで購入できます。

②電子（中小店用券）
　１口6,500円分の電子商品券を5,000円で、１人最大
３口まで購入できます。

※商品券の販売については、広報ひた11月15日号同封物で別
途お知らせします。

　　　　　　　　　　　　　　　　
※写真はイメージです。

見本

市政情報ピックアップ

●令和２年７月豪雨災害による上下水道料金を減免します

問上下水道料金センター☎㉒８２２０（市役所５階）
　経営管理課窓口係☎㉒８２２４（市役所５階）

　令和２年７月豪雨災害による上下水道料金の減免申請がお済みでない人は早めの申請をお願いします。

①住宅等の清掃用に使用した場合

▼内容　７・８月分の使用料金を減免
※前年同月の使用水量と比較して使用料金を計算します。ただ
し、比較できない場合は前２か月の平均水量をとり、使用料
金を計算します。
②準半壊等で住宅に住めない人が、一時的に市営住宅等
に入居する場合

▼内容　全額免除（一時入居終了まで、最長１年）
※開閉栓手数料も無料。
③全壊・大規模半壊・半壊・準半壊となった世帯の上下
水道料金について

▼内容　全額免除（７月分のみ）

【共通事項】

▼申請方法　いずれも下記に備付けの上下水道使用料金
減免申請書に必要事項を記入し、り災証明書（コピー
可）を添付の上、下記に申請。

※いずれも各振興局で受付ができます。
※①は被災証明書でも認められる場合があります。

　この手帳は、大分県統計協会が発行する県民手帳に
日田市の情報を加えたもので、日々の生活に役立つ内
容となっています。　　　　　　　　　　　　　　　
　購入を希望する人は、自治会長（班回覧で取りまと
め）、又は右記にお問い合わせください。

▼価格　１冊700円　
※昨年より100円値上がりしました。

▼申込期限　11月２日㈪（班回覧で取りまとめ）
※申込期限後も、12月1日㈫から市役所３日以内窓口、情報
統計課、各振興局・振興センターで随時販売します（無く
なり次第終了）。

　創業して間もない人及び創業を考えている人、事業後継者・後継予定者を対象に講座を開催します。

●2021年版市民手帳を販売

問情報統計課情報・統計係☎㉒８２６０（市役所６階）

●創業講座を開催します！

問商工労政課地域産業支援係☎㉒８２３９（市役所３階）

▼時間　午後７時～９時

▼場所　日田商工会議所

▼受講料　無料

▼募集数　10人程度

▼申込方法　氏名・連絡先及び「創
業講座受講希望」の旨を、電話又
はメールで申込み

▼申込先　日田商工会議所
　☎㉒３１８４　info＠hitacci.com

※写真は2020年版です。
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問
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎
㉒
８
２
６
４
（
市
役
所
１
階
）

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求

の
案
内
を
送
付
し
ま
す

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一

定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

新
た
に
対
象
と
な
る
人
に
は
、
請
求
手
続

き
の
案
内
を
10
月
中
旬
頃
か
ら
順
次
送
付

し
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
に
必
要
事
項
を

記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
を
受
給
し
始
め
る
人
や
、
請
求
手
続
等

詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

　
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所　

　
☎
㉒
６
１
７
４

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係　

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

無
料
相
談
会

相
続
・
売
買
な
ど
の
不
動
産
登
記
や
会
社

設
立
・
役
員
変
更
な
ど
の
商
業
登
記
、
成

年
後
見
、
少
額
の
訴
訟
、
夫
婦
・
親
子
関

係
の
諸
問
題
な
ど
、
大
分
県
司
法
書
士
青

年
の
会
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
と
き

　
10
月
30
日
㈮　
午
後
１
時
〜
５
時　

■
と
こ
ろ　

　
天
瀬
公
民
館　
２
階
中
会
議
室

※
事
前
予
約
不
要
。

問
大
分
県
司
法
書
士
青
年
の
会

　
☎
０
９
７
２
‐
２
３
‐
２
８
３
８

　
天
瀬
振
興
局
総
務
振
興
係

　
☎
57
３
１
０
１

移
住
者
交
流
会

移
住
後
の
悩
み
を
気
軽
に
話
せ
る
仲
間
を

作
り
ま
せ
ん
か
。

①
移
住
女
子
会

■
と
き　
11
月
７
日
㈯

　
午
前
11
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

■
と
こ
ろ　
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｅ

■
募
集
数　
20
人

②
移
住
男
子
会

■
と
き　
11
月
７
日
㈯　

　
午
後
６
時
〜
８
時

■
と
こ
ろ　
大
衆
居
酒
屋
い
ち
ふ
く

■
募
集
数　
20
人

■
申
込
期
限

　
①
・
②
と
も
に
10
月
30
日
㈮

※
参
加
費
等
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
リ
エ
ラ

　
☎
０
８
０
‐
８
５
８
２
‐
５
９
１
４

　
ひ
た
暮
ら
し
推
進
室
移
住
促
進
係

　
☎
㉒
８
３
８
３
（
市
役
所
６
階
）

令
和
３
年
度
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ

被
害
防
止
対
策
補
助
の
受
付

■
補
助
対
象

　
農
業
を
営
む
人
が
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ

に
よ
る
農
作
物
被
害
防
止
対
策
と
し
て

防
護
柵
（
新
規
）
の
設
置
を
予
定
し
て

い
る
営
農
地

■
補
助
内
容

①
集
落
設
置
防
護
柵

　
受
益
者
が
３
戸
以
上
で
行
う
被
害
防
止

対
策
（
集
落
全
体
に
設
置
す
る
金
網

柵
・
シ
カ
ネ
ッ
ト
等
）
の
現
物
支
給

（
新
規
）
の
補
助

②
個
人
設
置
防
護
柵

　

個
人
で
設
置
す
る
被
害
防
止
対
策
（
電

気
柵
・
ト
タ
ン
柵
等
）
資
材
購
入
額
の

３
分
の
２
以
内

※
上
限
単
価
・
設
置
要
件
が
あ
り
ま
す
。

■
申
込
期
限　
11
月
13
日
㈮

■
申
込
方
法　
①
左
記
に
申
請
書
を
提
出

　
　
　
　
　
　
②
左
記
に
電
話
で
申
込
み

問
林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

　
☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
） 

　
　第

68
回
住
ま
い
の
無
料
相
談
会

雨
漏
り
、
建
具
等
住
ま
い
の
傷
み
に
つ
い

て
職
人
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

□
と
き　
10
月
25
日
㈰　

　
午
前
９
時
15
分
〜
正
午

□
と
こ
ろ　
桂
林
公
民
館

※
事
前
予
約
必
要
。

問
日
田
職
人
会
（
原
田
）

　
☎
０
９
０
‐
７
９
８
２
‐
８
２
２
２

無
料
障
害
年
金
相
談
会

障
害
年
金
に
関
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る

人
や
障
害
年
金
の
受
給
を
考
え
て
い
る
人

を
対
象
に
、
無
料
障
害
年
金
相
談
会
を
行

い
ま
す
。

□
と
き　
10
月
29
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時　

□
と
こ
ろ　
ウ
ェ
ル
ピ
ア
１
階　
相
談
室

※
電
話
予
約
必
要
。

□
相
談
担
当
者

　
社
会
保
険
労
務
士
・
年
金
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

島
津
正
一 

氏

問
社
会
福
祉
協
議
会
☎
㉔
７
０
２
６

第
58
回
「
あ
し
な
が
P
ウ
ォ
ー
ク
10
」
in
ひ
た

年
齢
を
問
わ
ず
10
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
歩
行
が

可
能
な
人
（
車
い
す
の
人
も
大
歓
迎
）
な

ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

□
と
き
（
少
雨
決
行
）

　
11
月
３
日
㈫　
午
前
9
時
30
分
集
合

　
ス
タ
ー
ト　
午
前
10
時
〜

□
と
こ
ろ　
Ｊ
Ｒ
日
田
駅
前

□
参
加
費　
中
学
生
以
上
３
０
０
円
（
保

険
代
ほ
か
）

問
昭
和
学
園
高
等
学
校
（
五
島
）

　
☎
㉓
８
７
３
７

日
田
林
工
高
等
学
校
開
放
の
お
知
ら
せ

日
田
林
工
高
校
で
は
「
お
お
い
た
教
育
の

日
」
関
連
事
業
と
し
て
、
学
校
開
放
を
行

い
ま
す
。
高
校
生
の
学
ぶ
様
子
を
是
非
ご

覧
く
だ
さ
い
。
特
に
ご
覧
に
な
り
た
い
学

科
の
実
習
等
が
あ
れ
ば
、
事
前
に
電
話
で

実
施
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□
と
き

　
11
月
９
日
㈪
〜
20
日
㈮　

　
午
前
９
時
〜
午
後
０
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
と
13
日
㈮
を
除
く
。

※
事
務
室
で
受
付
を
し
ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
田
林
工
高
等
学
校 

　
☎
㉒
５
１
７
１

タ
ウ
ン
情
報

イ
ベ
ン
ト

募
集

お
知
ら
せ

災
害
に
関
す
る
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

豪
雨
災
害
等
に
伴
う
無
料
相
談
会

大
分
県
弁
護
士
会
で
は
、
豪
雨
災
害
等
に

関
連
し
た
無
料
法
律
相
談
を
左
記
の
日
程

で
行
い
ま
す
。

■
と
き

　
10
月
22
日
㈭　
正
午
〜
午
後
４
時　

■
と
こ
ろ　

　
市
役
所
４
階　
４
０
１
会
議
室

※

事
前
予
約
不
要
。

問
総
務
課
行
政
係
（
３
日
以
内
窓
口
）

　
☎
㉒
８
２
３
３
（
市
役
所
１
階
）

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

一
斉
情
報
伝
達
訓
練

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
Ｊ
‐
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
Ｔ

（
ジ
ェ
イ
・
ア
ラ
ー
ト
）
を
使
用
し
た
一

斉
情
報
伝
達
訓
練
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

■
と
き

　
11
月
５
日
㈭　
午
前
10
時
頃

※
気
象
状
況
等
に
よ
っ
て
中
止
す
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

※
最
大
音
量
で
放
送
さ
れ
ま
す
。

問
防
災
・
危
機
管
理
課
防
災
・
危
機
管
理
係

　
☎
㉒
８
３
６
３
（
市
役
所
４
階
）

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
と
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に

よ
る
簡
単
な
操
作
で
、
即
時
又
は
指
定
し

た
期
日
に
国
税
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
便
利
な
電
子
納
税
で
す
。
事
前
に
税
務

署
に
届
出
を
し
た
預
貯
金
口
座
か
ら
の
振

替
に
よ
っ
て
、
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
金
融
機
関
や
税
務
署
の
窓
口
に
出
向

く
必
要
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
資
金
繰
り

の
調
整
に
も
活
用
で
き
ま
す
の
で
、
是
非

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
届
出
か
ら
利
用
可
能
と
な
る
ま
で
に
１
か
月

程
度
か
か
り
ま
す
。
早
め
の
手
続
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
利
用
手
続
等
詳
細
は
下
記
二
次

　
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ

　
い
。

問
日
田
税
務
署
総
務
課

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

ご
存
じ
で
す
か

「
税
を
考
え
る
週
間
」

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
「
税
を
考
え

る
週
間
」
で
す
。
「
税
を
考
え
る
週
間
」

は
、
国
民
生
活
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
税
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
及
び
役
割

を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
国

民
の
皆
さ
ん
の
税
に
対
す
る
理
解
を
よ
り

深
め
て
も
ら
う
た
め
に
設
け
て
い
ま
す
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
く
ら
し
を
支
え
る

税
」
で
す
。
な
お
、
「
税
を
考
え
る
週

間
」
の
実
施
に
合
わ
せ
て
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
内
に
「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
特
設
ペ
ー
ジ
を
設
け
、

国
税
庁
の
各
種
取
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

問
日
田
税
務
署
総
務
課

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

中
小
企
業
の
退
職
金
を

国
の
制
度
が
サ
ポ
ー
ト
！

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
中
小
企

業
の
事
業
主
が
、
従
業
員
の
退
職
金
を
計

画
的
に
準
備
で
き
る
国
の
退
職
金
制
度
で

す
。
国
か
ら
の
掛
金
助
成
が
あ
り
、
掛
金

は
全
額
非
課
税
で
手
数
料
も
か
か
り
ま
せ

ん
。
家
族
従
業
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も

加
入
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
下
記
二
次
元
コ
ー
ド

　
又
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

問
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

　
☎
０
３
‐
６
９
０
７
‐
１
２
３
４

　
商
工
労
政
課
雇
用
・
労
働
環
境
係　

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

「
脱
！
メ
タ
ボ
教
室
」
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
！

40
歳
か
ら
69
歳
を
対
象
に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
・
改
善
及
び
運

動
習
慣
の
定
着
を
目
的
と
し
た
運
動
教
室

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

■
と
き　
10
月
27
日
〜
12
月
22
日
ま
で
の

　
火
曜
日
（
全
８
回
）　

　
午
前
10
時
〜
正
午

※
11
月
３
日
㈷
は
含
ま
な
い
。

■
と
こ
ろ　

　
ア
オ
ー
ゼ
２
階　
体
験
学
習
室
１

■
内
容　

　

ス
テ
ッ
プ
運
動
、
ス
ロ
ー
ジ
ョ
ギ
ン

グ
®
の
運
動
実
技
、
自
宅
で
で
き
る
筋

力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
健
康
講
話
（
運

動
・
栄
養
）　
等

■
参
加
費　
無
料

■
募
集
人
数　
15
人
（
先
着
順
）

■
申
込
方
法　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限　
10
月
21
日
㈬

※
医
師
か
ら
運
動
を
止
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

が
条
件
で
す
。

問
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
）

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
へ

障
害
者
控
除
の
お
知
ら
せ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
65
歳
以
上
の

人
は
、
税
の
申
告
の
際
に
障
害
者
控
除
が

適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

長
寿
福
祉
課
、
各
振
興
局
に
備
付
け
、
又

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
年
末
調
整
時
期
や
確
定

申
告
の
１
か
月
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
適
用
の
可
否
は
、
お
お
む
ね
１
か
月

以
内
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
対
象
者

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、
身
体
障

害
者
手
帳
や
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
、
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
人

で
、
同
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
人

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
ら
ず
、
半
年

以
上
寝
た
き
り
で
、
食
事
・
排
せ
つ
等

の
日
常
生
活
に
支
障
が
あ
る
状
態
で
医

師
か
ら
の
証
明
が
あ
る
人
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１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

11月の夜間当番医
（診療時間：午後７時～10時）
日 当番医 所在地 電話番号

11月の日曜・祝日当番医
（診療時間：午前９時～午後５時）

　救急病院は、入院治療が必要な重病患者を対象とします。対象とならない人の受診によって、救急病院の業務に支障
を来しますので、気になる症状がある場合は、早めにかかりつけ医に受診し、夜間等に診察が必要になった場合は、上
記の「当番医」で受診しましょう。

■救急病院
　日田中央病院（淡窓２丁目）　　　☎㉓３１８１
　聖陵岩里病院（銭渕町）　　　　　☎㉒１６００
　済生会日田病院（清水町）　　　　☎㉔１１００
　一ノ宮脳神経外科病院（竹田新町）☎㉔６２７０

■大分県こども救急電話相談
　☎０９７-５０３-８８２２又は＃８０００
■こどもの救急ホームページ
　社団法人日本小児科学会　http://kodomo-qq.jp

救急病院

問健康保険課☎㉔３０００（ウェルピア内）　大分県西部保健所☎㉓３１３３

予防接種スケジュールを自動で作成
し、接種日が近づくとプッシュ通知
でお知らせします。登録は無料で
す。是非ご活用ください。

■日田市子育て支援アプリ「ひたんこナビ」■

外　科（急患に限ります。往診はしません）

１
３
８
15
22
23
29

１
３
８
15
22
23
29

１
３
８
15
22
23
29

日 当番医 所在地 電話番号
内　科（急患に限ります。往診はしません）田島２丁目

隈１丁目
淡窓２丁目
石井町２丁目
中央１丁目
淡窓２丁目
南元町
田島１丁目
大宮町
清水町
清岸寺町
天神町
清岸寺町
田島本町
隈１丁目
三本松２丁目
中央１丁目
石井町２丁目
田島２丁目
淡窓２丁目
大宮町
本町
中央１丁目
清水町
南元町
田島１丁目
清岸寺町
清岸寺町
天神町
三本松２丁目

新関内科医院
隈診療所
岩尾病院
河津内科呼吸器科
下飛田小児科
麻生小児科医院
若宮病院
佐藤内科医院
福田内科クリニック
聖陵花月クリニック
こじかこどもクリニック
日野内科
福田医院
井上内科
隈診療所
児玉医院
松浦クリニック
河津内科呼吸器科
新関内科医院
岩尾病院
福田内科クリニック
膳所医院
下飛田小児科
聖陵花月クリニック
若宮病院
佐藤内科医院
こじかこどもクリニック
福田医院
日野内科
児玉医院

24-3355
22-0033
22-6161
23-8123
24-1148
24-2323
22-7171
22-1170
25-5188
27-5050
28-8771
23-6009
22-1648
22-4700
22-0033
24-6572
24-4155
23-8123
24-3355
22-6161
25-5188
22-3292
24-1148
27-5050
22-7171
22-1170
28-8771
22-1648
23-6009
24-6572

新関内科医院
岩尾病院
佐藤内科医院
隈診療所
膳所医院
下飛田小児科
日野内科

城谷病院
五反田病院
堀田クリニック
大河原病院
秋吉病院
原病院
城谷病院

武内歯科医院
小野歯科医院
※北山歯科医院
桑野歯科医院
アペックス歯科
※村山歯科医院
川津歯科医院

田島２丁目
淡窓２丁目
田島１丁目
隈１丁目
本町
中央１丁目
天神町

元町
若宮町
新治町
隈２丁目
豆田町
三本松２丁目
元町

元町
天瀬町赤岩
大山町西大山
隈２丁目
元町
本町
高瀬本町

24-3355
22-6161
22-1170
22-0033
22-3292
24-1148
23-6009

23-6115
23-8386
22-2662
22-3131
23-0808
22-7151
23-6115

22-3034
57-2102
52-3553
22-2556
22-0075
22-3303
24-6347

歯　科（来院前に電話が必要です。※ 印は午前９時～正午）

　変更となる場合がありますので、医療機関には事前に電話で確認してください。又は市役所☎㉓３１１１、
夜間・休日当番医案内☎㉓００９９（午後５時以降音声テープ対応）へお問い合わせください。

●医療機関には事前に電話で確認を！ 発熱症状がある人は必ず事前に電話を！

健康いちばん

11月の健康掲示板

母子健康手帳の交付
６日㈮・13日㈮・20日㈮
９:00～16:00　ウェルピア
※上記交付日以外、又は各振興局での交付を希望する人
は、健康保険課にお申し込みください。

栄養相談の日
管理栄養士に栄養や食事に関することを相談できます。
５日㈭　13:00～15:00　ウェルピア
※希望する人は、前日までに健康保険課にご予約ください。

【新型コロナウイルス感染症予防方法】
★こまめな手洗いを行い手指消毒液を活用しましょう。
★咳や鼻水、喉の痛みなどの呼吸器症状がある場合はマス
クを着用しましょう。

※マスクがないときは、手で覆うのではなく、肘の内側で咳
やくしゃみを「ブロック」しましょう。
★持病がある人や高齢の人は、できるだけ人混
　みの多い場所を避けるなど注意をしましょう。
※詳細は右記二次元コードから確認してください。

乳幼児の健診

睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
～11月は「乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）」の対策強化月間～

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集団で行う乳幼児健康診査を見合わせていましたが、１歳６か月児健診・３歳児健
診を少人数で実施します。日程等の詳細については対象者に郵送でお知らせします。

　乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）とは、何の予兆もないまま乳幼児が死に至る
病気で、窒息などの事故死とは異なります。全国で約60人（平成30年）の乳幼児
がＳＩＤＳで亡くなっており、乳幼児の死亡原因としては第４位となっています。

ＳＩＤＳの発症リスクを減らす
３つのポイント

①１歳になるまで寝かせるときは、仰向けに寝
かせましょう

赤ちゃんを寝かせるときにうつ伏せに寝かせたときの方
がＳＩＤＳの発症率が高いです。自分で寝返りできるよ
うになったら、仰向け寝の姿勢に戻す必要はないとされ
ています。
【重要】
・眠り始めるときに仰向け寝の姿勢にしてあげる
・赤ちゃんの周囲に柔らかな寝具を置かないようにする

②できるだけ母乳で育てましょう
母乳で育てられている赤ちゃんの方がＳＩＤＳの発症リ
スクが低いと言われています。

③たばこをやめましょう
妊娠中の喫煙は、お腹の赤ちゃんの体重が増えにくくな
り、呼吸中枢にも明らかに良くない影響を及ぼします。
また、周囲の人も妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめ
ましょう。

生後間もない赤ちゃんとお母さんを支援するため
産後ケア事業が始まりました！

出産後、体調や育児に不安のあるお母さんが安心して子
育てができるよう、お母さんの身体と心のケアや育児サ
ポートなどを行います。

▼対象
　生後４か月未満の赤ちゃんとお母さんで、家族などか
ら産後の家事・育児等が十分に受けられない人のうち、
①お母さんの体調や育児に不安がある人　
②お母さん、赤ちゃんともに医療行為が必要ない人

▼利用種類
・宿泊型：１回3,000円（３食付）　　
・デイサービス型（日帰り）：１回1,500円（１食付）
※宿泊、デイサービス合わせて最大７回まで利用できます。

　　 詳細は市ホームページ又は右記二次元
　　 コードをご覧になるか、下記にお問い
　　 合わせください。

問健康保険課健康支援係☎㉔３０００（ウェルピア）
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11月の無料相談

10:30～12:00
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
13:00～14:30

天瀬総合福祉センター
上津江振興局
中津江振興局
大山総合福祉センター
前津江保健センター
天瀬総合福祉センター
中津江振興局
上津江振興局
前津江保健センター
大山総合福祉センター
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